
大洋州第6節

11 	 オーストラリア	 オーストラリア

1	 オーストラリアはフランスから12隻の通常動力型潜水艦（アタック級潜水艦）を調達する予定であったが、AUKUSの枠組みにより、原子力潜水艦の取
得を目指すこととなったため、この通常動力型潜水艦の取得計画は中止となった。

1　全般
オーストラリアは、戦略的利益、自由と人権の尊

重、民主主義、法の支配といった普遍的な価値をわ
が国と共有する特別な戦略的パートナーであり、
オーストラリアとの関係の重要性はこれまで以上に
高まっている。

2　国防戦略
豪政府は2020年7月、「2020国防戦略アップ

デート」とその戦略を推進するための能力投資計画
である「2020戦力体制計画」を発表した。その中で、
豪政府は、戦略環境の変化として、インド太平洋地
域における軍事近代化や米中をはじめとする主要国
間の競争の激化をあげた。また、紛争を引き起こさ
ない範囲で自らの戦略目標を達成するグレーゾーン
における活動が活発化しているとし、準軍事戦力の
利用、紛争地形の軍事拠点化、影響力行使・介入の
実施、経済的圧力などが例としてあげられた。

豪政府は、こうした情勢認識のもと、インド太平
洋地域、特にインド洋北東部から、東南アジアの海
上及び陸上を通り、パプアニューギニア及び南西太
平洋に至る地域を重視する方針を打ち出した。国防
戦略の目標は、①オーストラリアの戦略環境を形成
し、②オーストラリアの国益に反する行動を抑止
し、③必要時に信頼に足る軍事力によって対処する
ため、軍事力を配備することである。同目標を達成
するため、豪政府は2030年までの10年間で約
2,700億豪ドルを豪軍の能力向上に投資する方針で
ある。この2,700億ドルの投資には、陸・海・空軍
の装備、情報、サイバー、宇宙関連のほか、インド太
平洋における侵攻を抑止又は対処するための新たな

長距離攻撃能力の獲得が含まれている。また、2021
年度の国防予算は446億豪ドルであり、2020年度
に引き続きGDP比2パーセントを達成している。

現在、オーストラリアは、約5万9,600人の兵力
を有し、同盟国である米軍との共同作戦を実施すべ
く、高性能な戦車、艦艇、航空機を保有している。こ
れらを遠方展開させるための空中給油機、強襲揚陸
艦なども保有している。2022年3月、豪政府は豪国
防軍兵力を2040年までに1万8,500人増やし約30
パーセント増員させることを発表している。

また、2021年9月にはオーストラリア、英国及び
米国の首脳が、インド太平洋地域における外交、安
全保障、防衛の協力を深めることを目的とした3国
に よ る 新 た な 安 全 保 障 協 力 の 枠 組 み と な る

「AUKUS（オーカス）」の設立を発表した。協力項
目としては、①情報・技術共有の深化、②安全保
障・防衛関連の科学、技術、産業基盤、サプライ
チェーンの統合深化、③安全保障・防衛能力に関す
る協力強化をあげている。その最初の取組として、
オーストラリアによる原子力潜水艦8隻の取得につ
いて協力するとしている1。2022年4月には、原子
力潜水艦取得検討の進捗状況のほか、海中ロボット

「AUKUS」創設合意を受けてオンラインで共同記者会見をする	
米英豪3か国首脳【EPA＝時事】
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自律システム、量子技術、人工知能、極超音速能力
などについての協力の深化を含むファクトシートを
発表している。他には、オーストラリアが、トマホー
ク 巡 航 ミ サ イ ル、ス タ ン ド・ オ フ・ ミ サ イ ル

（JASSM-ER、LRASM）及び射程400km以上とさ
れる陸軍向け精密打撃誘導ミサイルの導入に加え、
空軍向けの極超音速ミサイルの開発について、米国
と協力を進める意向を明らかにしている。

3　対外関係

（1）米国との関係
オーストラリアは、A

Security Treaty between Australia, New Zealand and the United States of America
NZUS条約2に基づく米国

との同盟関係にある。「2020国防戦略アップデート」
においては、情報共有、防衛産業・技術協力などを
含め米国との同盟が不可欠であるとし、同盟を引き
続き深化させる方針を明らかにしている。

両 国 は、1985年 以 降、外 務・ 防 衛 閣 僚 協 議
（A

Australia United States Ministerial Consultations
USMIN）を定期的に開催し、主要な外交・安保

問題について協議している。
2021年9月にワシントンで開催されたAUSMIN

の共同声明では、豪米両国は、インド太平洋地域が
開かれ、包括的で、強靭であることを確実にするた
めに、地域の平和、安全及び繁栄を引き続き推し進
めていくことや、AUKUSや「クアッド」の枠組み
を通じて協力していく決意を再確認した。また、両
国は、中台問題を脅迫や威圧に頼らず、平和的解決
に向け継続的に支援する旨改めて表明した。さらに、
中国による法的根拠のない南シナ海における海洋権
益に関する過大な主張に懸念を表明し、国連海洋法
条約に整合的な方法で海洋交通安全法を含む中国国
内法を適切に実施することを求めるとともに、
2016年の比中仲裁判断が最終かつ法的拘束力を有
するものであると改めて表明した。米豪軍は共同訓
練を通じて相互運用性の向上を図っている。
「タリスマン・セイバー」は2005年以降、2年に

1度行われている米豪共同演習であり、戦闘即応性

2	 1952年に発効したオーストラリア・ニュージーランド・米国間の三国安全保障条約。ただし、ニュージーランドが非核政策をとっていることから、
1986年以降、米国は対ニュージーランド防衛義務を停止しており、オーストラリアと米国の間及びオーストラリアとニュージーランドの間でのみ有効

3	 2021年は、約2,200人が参加予定と発表された。

及び相互運用性の向上を目的としている。2021年
には、豪米軍に加え、カナダ軍、英軍、韓国軍、自衛
隊などが参加し、水陸両用作戦、陸上戦闘訓練など
を実施した。

米豪は、インド太平洋に近いオーストラリア北部
において米軍のプレゼンスを強化してきた。2011
年11月、「戦力態勢イニシアティブ」に基づき、
2012年以降、米海兵隊はオーストラリア北部への
ローテーション展開を開始し、2020年は約1,000
名の米海兵隊員が展開した3。また、訓練参加のた
め、米空軍のB-52戦略爆撃機やF-22戦闘機などが
オーストラリアへ随時展開しているが、2021年11
月に米国防省が公表した「世界的な戦力態勢の見直
し」において、オーストラリアへの米軍機のロー
テーション展開及びオーストラリアにおけるインフ
ラの強化が明記されている。

（2）中国との関係
中国は、オーストラリアにとって最大の貿易相手

国であり、オーストラリアは、政治・経済分野での
交流・協力のほか、国防分野でも当局間の対話、共
同演習、艦艇の相互訪問などの交流を行ってきた。

一方で、オーストラリアは、中国に対する自国の
立場を明確に発信する姿勢を見せるなど、対中警戒
心を顕在化させている。

南シナ海問題において、豪政府は、中国による埋
立及び建設活動に対し強い懸念を表明し、全ての領
有権主張国に対して軍事化などの停止を要求してい
るほか、航行の自由及び上空飛行の自由にかかる権
利を行使し続ける旨表明している。外交白書2017
では、オーストラリアが最重要と位置づけるインド
太平洋地域において中国が米国の地位に挑戦してい
る旨明記した。

豪軍艦艇や米軍艦艇も利用してきたダーウィン
港をはじめとする中国資本による豪施設の買収に対
しては、内外から懸念の声が上がり、豪政府は
2017年1月、特定の港湾など安全保障上の重要イ
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ンフラが外国資本に買収されることを防ぐため、関
係機関に助言する専門の組織として「クリティカ
ル・インフラストラクチャー・センター」を設置し
た。同センターは、通信、電気、ガス、水、港湾など
のオーストラリアの重要インフラへの妨害、スパイ
行為、威圧活動を査定することを通じて、外国によ
る関与のリスクを管理している。

中国によるオーストラリア政界への巨額の政治
献金や賄賂など、影響力の行使とみられる活動が活
発になる中、外国からの内政干渉などを阻止するた
めの法律も可決された。

新型コロナウイルス感染症をめぐっては、オース
トラリアが中国の新型コロナウイルス感染症発生源
をめぐる独立調査の必要性を提起したのを契機に中
国がオーストラリア産牛肉などの輸入を相次いで制
限するなど摩擦が生じている。また、香港やウイグ
ルの人権などをめぐっても、中国とオーストラリア
との対立が深刻化していると指摘されている。さら
に、台湾防衛について、2021年11月、ダットン豪
国防相は、米国が行動を起こすことを選択した場
合、米国を支援しないことは考えられない旨発言し
ている。

AUKUSの設立については、中国は、オーストラ
リアに対する原子力潜水艦に関する技術の提供は地
域の平和と安定を破壊するものだと主張し批判して
いる。

また、2022年2月19日、豪国防省は、同年2月
17日にアラフラ海において、豪空軍P－8Aポセイ
ドンが中国海軍艦艇から照射されたレーザーを探知
したと公表し、同月20日、モリソン豪首相は、レー
ザー照射を「威嚇行為であり決して受け入れない」
として非難した。これに対し、中国国防部及び外交
部は、豪の主張を「事実と異なる」とするなど、対立
している。

（3）インドとの関係
オーストラリアは、インドを主要な安全保障上の

パートナーとみなしている。
両国は2020年6月の首脳会談（オンライン）に

おいて、両国関係を包括的戦略的パートナーシップ

関係に引き上げることで合意した。両首脳は「開か
れた、自由で、ルールに基づくインド太平洋地域」
のビジョンを共有し、「インド太平洋における海洋
協力の共同ビジョンに関する共同宣言」を発表した。

2021年9月、両国は、ニューデリーにおいて、初
の豪印外務・防衛閣僚協議「2＋2」を実施した。共
同声明では、防衛、海洋、気候変動、サイバー、宇
宙、対テロ、経済など広範な分野での包括的な協力
で合意した。特に防衛分野では、防衛技術、海洋領
域把握及び相互兵站支援での協力強化で合意した。

2021年8月から10月、豪海軍は、2020年に続
いて、米・印海軍及び海上自衛隊との共同訓練「マ
ラバール」に参加した。

8節1項2（軍事）

（4）東南アジア及び太平洋島嶼国との関係
オーストラリアは、「2020国防戦略アップデー

ト」において、インド洋北東部から、東南アジアの
海上及び陸上を通り、パプアニューギニア及び南西
太平洋に至る地域を重視する方針を打ち出している。

インドネシアとは、2006年11月の安全保障協力
の枠組みであるロンボク協定への署名、2010年3
月の戦略的パートナーシップへの引き上げ及び
2012年9月のテロ対策や海上安全保障での協力強
化などが盛り込まれた防衛協力協定の締結などを経
て、安全保障・国防分野の関係を強化してきた。両
国間の安全保障・国防分野の協力関係は断続的に停
滞した時期もあったが、その後、閣僚級の往来が再
開されたほか、外務・防衛閣僚協議（2＋2）の定期
開催や2018年の海上安全保障やテロリズムに関す
る防衛協力協定及び海洋協力行動計画への署名など
を通じ、両国関係は改善している。

シンガポール及びマレーシアとは、両国に対する
攻撃や脅威が発生した場合、オーストラリア、
ニュージーランド、英国がその対応を協議する「五
か国防衛取極（F

Five Power Defence Arrangements
PDA）」（1971年発効）があり、こ

の枠組みに基づき南シナ海などにおいて定期的に共
同統合演習を行っている。シンガポールについては、
オーストラリアの最も進んだ国防パートナーであ
り、安全な海上貿易環境に対する利益を共有すると
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している。2016年10月には、包括的戦略パート
ナーシップのもと、オーストラリアにおける軍事訓
練及び訓練区域の開発に関する了解覚書に署名する
など、防衛協力も進んでいる。マレーシアに対して
は、同国のバターワース空軍基地に豪軍を常駐させ
るとともに、南シナ海やインド洋北部の哨戒活動を
通じて、同地域の安全と安定の維持に貢献している。

太平洋島嶼国及び東ティモールに対しては、治安
維持、自然災害対処及び海上警備などの分野におけ
る支援を主導的に行っている。特に、2022年1月に
発生したトンガ沖の海底火山噴火とそれに伴う地震
及び津波被害に際して、C-17A輸送機を派遣し、避
難所用品、衛生用品、通信機器などの支援物資を輸
送するなど、ニュージーランドやわが国などの他国
と協力しながら支援活動を実施した。また、海上警
備分野においては、現在も定期的に豪軍アセットを
南太平洋に派遣して警備活動を支援しているほか、
2023年までに新型のガーディアン級哨戒艇21隻
を太平洋島嶼国及び東ティモールに提供する予定で

ある。2019年5月、モリソン首相は、総選挙後の組
閣直後に、「パシフィック・ステップ・アップ」と称
する太平洋島嶼国への積極的な関与を継続する旨表
明し、太平洋島嶼国を重視する姿勢を鮮明にしてい
る。

本節2項（ニュージーランド）
7節（東南アジア）

（5）海外における活動
オーストラリアは、インド太平洋地域を重視する

「2020国防戦略アップデート」のもと、中東での任
務の一部を終了し、インド洋、南シナ海、太平洋島
嶼国周辺における訓練・海上監視などを重視してい
る。また、2018年以降、国連安保理決議で禁止され
ている北朝鮮籍船舶の「瀬取り」を含む違法な海上
活動に対して、哨戒機及び艦艇による警戒監視活動
を行うなど、国際社会の平和と安定に向けた貢献を
行っている。

22 	 ニュージーランド	 ニュージーランド
ニュージーランドは2018年7月、国防政策「戦

略国防政策ステートメント2018」を発表した。
その中で、ニュージーランドの国家安全の目標と

して、公共の安全、主権と領土の一体性の防護、国
際秩序の強化、民主的制度と国家価値の維持、自然
環境の保護などを掲げた。そして、これら目標を達
成するため、南極から赤道に至る近隣地域での部隊
運用能力の確保を最優先とし、アジア太平洋地域の
秩序に対する挑戦などが自国の安全及び繁栄に影響
を与えうるとの考えのもと、国際ルールに基づく秩
序の維持を世界中で支援するための国防力が必要で
あるとした。また、米国・英国・オーストラリア・
カナダとの効果的作戦の実施能力、域外作戦に貢献
可能な軍の規模及び質の維持も優先事項としてあげ
られた。

このほか、災害に苦しむ太平洋島嶼国への配慮と
同地域への関与を積極化しようとする新政権の戦略

「パシフィック・リセット」を反映し、気候変動が及

ぼす影響とそれに対する軍の役割が初めて明記され
た。また、南シナ海問題に関して、「中国が国益追求
に自信を深めたことにより、近隣諸国や米国との緊
張が高まっている」とし、南シナ海での中国による
軍事拠点化の状況について具体的に言及した。

また、ニュージーランドの戦略環境を分析し、課
題などを提示する「国防評価書2021」が2021年
12月に発表され、南シナ海でみられるような軍事
施設の建設や一方的資源開発が島嶼国地域でも起こ
りうると示唆した。また、ニュージーランドの安全
保障上の課題の一つとして、戦略的競争をあげ、中
国の台頭が主要因としつつも、そのほかの国も程度
の違いはあれ、戦略的競争に関与と指摘した。

対外関係については、ANZUS条約に基づき、米
豪と緊密な関係を維持しており、特にオーストラリ
アを最も親密な同盟国と位置づけている。2021年
5月に実施された両国の首脳会談での共同声明にお
いて、係争海域における軍事化の継続や不安定化活
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動の増大を含む南シナ海の情勢に深刻な懸念が表明
された。また、中国に対しウイグル族の人権を尊重
するとともに、国連などの独立した監視団に対しア
クセス付与を要求することも表明された。米国との
関係においては、ニュージーランドが非核政策を
とって米艦艇の入港を拒否したことから、1985年
以来、米国はニュージーランドに対する防衛義務を
停止しているが、外交・軍事分野における戦略的関
係の強化を主な内容とするウェリントン宣言（2010
年）及び防衛協力の拡大を主な内容とするワシント
ン宣言（2012年）を通じて、外交・軍事分野におけ
る関係を強化しており、米国は「親密な戦略的パー
トナー」となっている。中国とは「一帯一路」構想へ
の協力、空軍の共同演習などを通じて二国間関係が
発展する一方、「戦略国防政策ステートメント
2018」や「国防評価書2021」で示されたとおり警
戒姿勢もみられる。

4	 「ミリタリー・バランス（2021）」による。

ニュージーランド軍は、9,400人の兵力を保有し
ており4、北朝鮮籍船舶の「瀬取り」を含む違法な海
上活動に対して、哨戒機による警戒監視活動を行っ
ているほか、韓国の国連軍司令部軍事休戦委員会

（UNCMAC）や中東、南太平洋などに人員を派遣
し、地域の平和と安定に貢献している。

2019年6月、軍の装備に関する2030年までの
200億NZドルの投資方針を示す「国防能力計画
2019」が発表され、太平洋島嶼国との関係強化、気
候変動への対応及び海上警備能力強化のため、艦
艇、ヘリ、輸送機などの取得が計画されている。

2022年1月に発生したトンガ沖の海底火山噴火
とそれに伴う地震及び津波被害に際して、C-130輸
送機を派遣し、食料、衛生用品、応急処置キットと
いった支援物資を輸送するなど、オーストラリアや
わが国などの他国と協力しながら支援活動を実施し
た。
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